
「安全管理者」選任時研修

令和８年度 一般社団法人足利労働基準協会

助成金

建設業・運送業・製造業・電気ガス業・通信業などの業種で、労働者数５０人以上の事業場では、労働安全衛生法第11条の規定に基

づき、安全管理者を選任して、作業員の安全確保のための作業現場の巡回、工具や設備の点検、安全指導、避難訓練の計画や実施

など、日々の安全管理に関する業務に従事させなければなりません。

安全管理者は、一定の学歴と経験に加えて、厚生労働大臣が定める「安全管理者選任時研修」を修了した者でなければ選任できま

せんので、この機会に予定者の受講をお願いします。

対象者

講習の内容（労働安全衛生規則に基づき厚生労働大臣が定めるカリキュラム）

日 時

会 場

受講料

申込期間

令和８年５月２６日（火）～2７日（水） １日目 9:00～16:３０ 2日目 9:00～12:30

地場産業振興センター（足利市朝倉町32-11）

１８，７００円

※当協会の会員以外の方は、規定の金額に手数料として3,300円が加算されます

※受講料には、テキスト代などの諸経費及び消費税が含まれています

申込方法

令和８年３月２日（月）～ ５月１２日（火） 定員３０名

ホームページから直接お申し込みください （お問い合わせは、協会事務局73-6660まで）

助成金 市内中小製造業の場合は、足利市から受講料の３０％が助成されます

労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、安全管理者の選任を義

務づけており、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告

する必要があります。

１ 安全管理（３時間）

２ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置（３時間）

３ 安全教育（１．５時間）

４ 関係法令（１．５時間）

安全管理者として選任を予定する方

※申込後、詳細な時間割を記載した「受講票（カリキュラム）」を送付します


	スライド番号 1

